
 

旋回したドラグ・ショベル
と地⼭との間にはさまれ死
亡

 

 この災害は、擁壁造成⼯事現場において、ドラグ・シ
ョベルを使⽤して鉄板を敷く作業中に発⽣した。

  災害発⽣当⽇、ダンプトラックが⼯事現場に乗り⼊れ
るための仮設道路に、鉄板を敷く作業をドラグ・ショベ
ルのバケットに取り付けられたフックを利⽤してドラ
グ・ショベルをクレーンとして使⽤し⾏った。作業は、
鉄板の仮置き場所から、鉄板をドラグ・ショベルのフッ
クに⽟掛けしてつり上げ、ドラグ・ショベルを移動させ
ることなく、そのまま機体を旋回して所定の場所に敷く
⽅法で⾏われた。

  作業者Aは、鉄板の仮置き場での⽟掛けと所定の場所
へ敷くときの⽟外しを担当していた。Aが、2枚⽬の鉄
板を⽟外しして設置した後、ドラグ・ショベルの運転者
Bは、機体を左旋回させ鉄板の仮置き場を向いた。しば
らくの間、Aが来るのを待っていたが、なかなか現れな
いので、Bは機体を右旋回させて鉄板を敷く⽅向を向
き、運転席から下りて周囲を⾒回したところ、Aが機体
の右後⽅で倒れているのを発⾒した。Aは、病院に運ば
れたが、死亡した。AはBがドラグ・ショベルを左旋回
したとき、機体のカウンターウエイトと地⼭の間にはさ
まれたものであった。

  災害発⽣当時、ドラグ・ショベルの周囲には合図者は
配置されていなかったが、BはAが機体の旋回範囲から
離れていると思い込み、周囲を確認しないまま、機体を
旋回させた。

  なお、Bは、⾞両系建設機械の運転資格（技能講習修
了）は持っていたが、移動式クレーンの運転資格は持っ
ていなかった。また、Aは、⽟掛け作業の資格を持って
いなかった。
 この災害の原因として、次のようなことが考えられ
る。
1 誘導者を配置せずにドラグ・ショベルの可動範囲内

に作業者を⽴ち⼊らせたこと
  誘導者を配置していないにもかかわらず、ドラグ・

ショベルの可動範囲内に作業者を⽴ち⼊らせた。この
ため運転者のAが鉄板の仮置き場を向こうと機体を左
旋回したとき、機体のすぐ近くにいたB機体のカウン
ターウエイトと地⼭の間にはさまれた。

2 ドラグ・ショベルをクレーンとして使⽤するために
必要な資格を有する作業者が配置されていなかったこ
と

  つり上げ機能付きドラグ・ショベルを使⽤したクレ
ーン作業であるにもかかわらず、作業者が移動式クレ
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ーン運転や⽟掛け作業の資格を持っていなかったた
め、災害の発⽣につながった。

 同種災害防⽌のためには、次のような対策の徹底が必
要である。
1 誘導者を配置することなく、ドラグ・ショベルの可

動範囲内に作業者を⽴ち⼊らせないこと
  ドラグ・ショベルの可動範囲内に作業者が⽴ち⼊る

必要がある場合は、誘導者を配置し、当該合図者にド
ラグ・ショベルの移動や旋回を誘導させることが必要
である。

2 ドラグ・ショベルをクレーンとして使⽤する場合
は、必要な資格を有する作業者に作業を⾏わせること

  ドラグ・ショベルをクレーンとして使⽤する場合
は、運転者にはドラグ・ショベルのみならず移動式ク
レーンの運転資格が必要であり、また、⽟掛け作業者
も所定の資格が必要である。なお、これらについて
は、⼯事計画においても明確に定めておく。

業種 ⼟地整理⼟⽊⼯事業
事業場規模 1〜4⼈
機械設備・有害物質の種類
(起因物)

掘削⽤機械

災害の種類(事故の型) はさまれ、巻き込まれ
建設業のみ ⼯事の種類 ⼟地整理⼟⽊⼯事

災害の種類 パワーショベル等
被害者数 死亡者数︓1⼈ 休業者数︓0⼈

不休者数︓0⼈ ⾏⽅不明者数︓0⼈
発⽣要因(物) 機械、装置、⽤具、什器の配置の⽋陥
発⽣要因(⼈) 近道反応
発⽣要因(管理) 合図、確認なしに⾞を動かす
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